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事例分析対象
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• 対象期： 2021年3月期
• 建設業会社
• 会社総数： 120社 （うち、連結F/S 〈財務諸表〉を作成していない会社 13社）

SPEEDAの区分にて分類しております。
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ゼネコン

ビル・住宅（マンション含）建築

インフラ建設

プラント・空調衛生工事

その他
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• KAM項目数

KAMがないと判断されている事例はなかった。

I KAM項目

1 項目数について
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KAM項目数 連結 単体

なし 0社 6社

1つ 75社 92社

2つ 28社 20社

3つ 4社 2社

平均項目数 1.33 1.15

連結ではKAMを記載



I KAM項目

1 項目数について
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• 連結／単体KAMの記載状況

※省略していない事由分析

連結／単体KAMの記載状況 事例数

そもそも連結F/Sを作成しておらず、単体ベースでのKAM記載のみの事例 13社

連結のみKAM項目が存在する（単体ベースはKAM項目がない）事例 6社

連結に記載しているため、単体KAM記載を省略している事例 84社

連結にも単体にもKAM記載を行っている事例 ※ 17社

合 計 120社

連結と単体ではKAM項目が違うため、省略していない 5社

連結と単体で一部KAM項目は同じであるが、連結独自のKAM項目も
存在するため、省略していない

3社

連結と単体でKAM項目は同一であるが、あえて省略していない（金額
や記載内容などのみ違う）

9社

合 計 17社



I KAM項目

2 項目内容について
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• 以下の分布（会社数）となっており、工事進行基準計算に関する見積りが主
流である。

▶ 固定資産評価（減損）
▶ のれん評価
▶ 関係会社投融資 など

対象120社のうち、単体ない

し連結で工事進行基準につい
てKAM項目としている会社は
106社であった。
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単体

工事進行基準

工事完成基準

完成工事補償引当金

工事損失引当金

その他
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I KAM項目

2 項目内容について： （参考） 道路舗装会社のケース
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• 道路舗装会社に限定すると、以下の通りである。
• 道路舗装会社においても工事進行基準をKAM項目としている会社が主。
• 合材販売に関する項目についてKAM項目としている会社はない。

会社名 監査人 KAM項目

世紀東急工業㈱ EY新日本 建設事業における工事進行基準

㈱NIPPO EY新日本 工事進行基準の適用における工事原価総額の見積り

日本道路㈱ EY新日本
舗装工事を主とした建設事業における会社の工事進行基準適用に係る工事収益総額の見積り

舗装工事を主とした建設事業における会社の工事進行基準適用に係る工事原価総額の見積り

前田道路㈱ あずさ
工事進行基準における工事原価総額の見積りの合理性並びに工事完成基準における収益の
期間帰属の適切性

三井住建道路㈱ EY新日本 工事進行基準適用における工事原価総額の見積り

東亜道路工業㈱ 仰星

工事完成基準による売上高の期間帰属の適切性

工事進行基準による売上高の見積りの妥当性

工事損失引当金の見積りの妥当性

㈱佐藤渡辺 太陽 工事進行基準による収益認識



I KAM項目

2 項目内容について： （参考） 住宅（マンション含）建築会社のケース
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• 主な住宅（マンション含）建築会社に限定すると、以下の通りである。
• 工事進行基準をKAMとしている会社もあるが、不動産関連項目をKAMとし
ている会社が多い。

会社名 監査人 KAM項目

㈱長谷工コーポレーション EY新日本
建設関連事業で適用される工事進行基準における工事原価総額の見積り

不動産関連事業のたな卸不動産の評価

サンヨーホームズ㈱ トーマツ
マンション事業における区分分譲販売以外の売上取引に係る収益認識

マンション事業の棚卸資産評価の合理性

㈱KHC EY新日本
工事進行基準による収益認識

販売用不動産などの評価

大和ハウス工業㈱ EY新日本

不動産ファンドなどへの不動産売却に係る収益認識

開発中の大規模なプロジェクトに関連する固定資産の評価

分譲目的で保有するマンションに係る販売用不動産の評価

ミサワホーム中国㈱ EY新日本 岡山資産グループの固定資産の減損



I KAM項目

2 項目内容について： （参考） 住宅（マンション含）建築会社のケース
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会社名 監査人 KAM項目

新日本建設㈱ 太陽

工事進行基準による収益認識

開発事業における販売用不動産および開発事業などの支出金の評価

大東建託㈱ トーマツ

工事進行基準の適用による収益認識

株式会社インヴァランスの取得に係る取得価額の配分

矢作建設工業㈱ トーマツ

工事進行基準による完成工事高の計上

固定資産の減損

積水化学工業㈱ ※ EY新日本

企業結合における識別可能資産および負債の認識および測定

Sekisui Aerospace Corporationグループの無形固定資産の評価

Sekisui Aerospace Corporationグループののれんの評価

住宅分譲目的で保有する分譲土地の評価

※ 東証業種区分は化学であるため、今回の分析対象事例には含まれないが、参考として記載



II 監査上の主要な検討事項の内容および選定理由（工事進行基準）

1 主要な検討事項の分布状況
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• 工事進行基準の適用にあたっては、「工事収益総額の見積り」、「工事原価
総額の見積り」、「工事進捗度の見積り」の3要素がある（工事契約に関する
会計基準9項）が、「工事原価総額の見積り」のみを主要な検討事項として
選定している会社が多かった。

• 工事進行基準に関する主要な検討事項の分布状況は、以下の通りである。

工事進行基準に関する主要な検討事項 事例数

工事収益総額の見積り のみ 0社

工事原価総額の見積り のみ 70社

工事進捗度の見積り のみ 4社

工事収益総額および工事原価総額の見積り 21社

工事収益総額および工事進捗度の見積り 0社

工事原価総額および工事進捗度の見積り 3社

工事収益総額・工事原価総額・工事進捗度の見積り 8社

合 計 106社

「工事収益総額
の見積り」のみを
選定している事
例はなかった。



II 監査上の主要な検討事項の内容および選定理由（工事進行基準）

2-1 選定理由の分布状況
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• 工事進行基準をKAMとして選定した会社の多くは、「見積りの不確実性が
高い」ことを理由として記載している（下分布図参照）。
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不確実性が高い（外注費や資材、労務単価など）

経営者等の主観が介入

各々の工事に個別性がある

見積りの複雑性

工期が長期化

一定の仮定が必要

工事が大型化



II 監査上の主要な検討事項の内容および選定理由（工事進行基準）

2-1 選定理由の分布状況 （続き）
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• KAMないしKAM選定理由として、特定の個別工事を記載している事例はな

い。なお、一部の事例において、個別工事までは特定しないまでも、より主
要な検討を要する工事を絞った記載を行っている事例があった。

• 2021年3月期特有の事象を選定背景として記載している事例はわずかで
あった（例えば、新型コロナウイルス感染症〈COVID-19〉について触れてい
る事例：1社 オリンピックについて触れている事例：1社）。

工事進行
基準
売上高

スライド P14・15 参照



II 監査上の主要な検討事項の内容および選定理由（工事進行基準）

2-2 対象としている財務諸表数値
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• ほとんどの事例※が工事進行基準に基づいて計上した売上高をKAM対象と
していた。
※数値を記載していない事例（1社）や海外セグメントの売上計上額をKAM対象としている
事例（1社）があった。

• 「基本となる重要な事項」や「会計上の見積り」注記からの引用が多かった。
（その他、連結PL注記からの引用事例もあり）

• 工事原価を記載している事例が1社あった。

• ㈱テノックス （会計監査人：あずさ）

2021年3月期より、連結PL
注記を記載している。



II 監査上の主要な検討事項の内容および選定理由（工事進行基準）

2-3 「より主要な検討を要する工事」の記載
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• 個別具体的な特定の工事（名称）を挙げた上、工事進行基準をKAM項目と
している事例はなかった。

• ただし、工事進行基準対象工事のうち、より主要な検討を要する工事として、
以下のような記載をしている事例も見られた。

• ㈱ビーアールホールディングス （会計監査人：トーマツ）

高速道路会社の既設構造
物の大規模更新工事

JVサブ工事



II 監査上の主要な検討事項の内容および選定理由（工事進行基準）

2-3 「より主要な検討を要する工事」の記載
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• 千代田化工建設㈱ （会計監査人：トーマツ）

• 鉄建建設㈱ （会計監査人：あずさ）

▶ 海外大型プラント建設工事

▶ 工事期間が長期化している
プラント建設工事

過去の施工実績の乏しい国の
案件



III 監査上の対応（工事進行基準）

1-1 工事原価総額の見積り対応手続き記載の分布状況
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• 全ての事例に内部統制評価手続きの記載がみられた。なお、このうち、ITに
関する内部統制評価について言及している事例は10社あった。

• 内部統制評価手続き以外の手続き記載に関し、主たる手続きの記載分布
状況は下図のようになっている。多くの事例が「会社担当者への質問」を記
載している状況である。
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会社担当者への質問

実際発生額との差異分析

予算項目についての証憑突合

実行予算内容の検証

現場視察

工程表との整合性検証



III 監査上の対応（工事進行基準）

1-2 工事収益総額の見積り対応手続き記載の分布状況
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• 工事収益総額の見積りについてKAM項目としている29社について、内部

統制評価手続き以外の手続き記載に関し、主たる手続きの記載分布状況
は下図の通りである。

• 発注指示書などの証憑突合を対応手続きとして記載している事例が多い。

26

16

7

3

8

発注指示書等の証憑突合

会社担当者への質問

確認手続の実施

請負金に対応する工事原価の発生状況の確認

その他



III 監査上の対応（工事進行基準）

参考 監査上の対応対象の工事について
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• 工事進行基準の見積りをKAMとして扱っている事例の多くは、監査上の対

応対象の工事として、全ての工事進行基準適用工事とはしておらず、一定
の基準で絞り込んでいる。

工事進行

基準による
売上高

絞り込み例
▶ 見積りの不確実性が相対的に高い工事
▶ 金額的に重要な工事
▶ 主要な工事契約 など



III 監査上の対応（工事進行基準）

2 特徴的な手続き記載事例 ①
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• 大成建設㈱ （会計監査人：あずさ）

データ分析技法の適用
過去の工事データを活用

データ分析を対応手続きの1つとして記載している事例はいくつか見

られるものの、その多くは分析手法や分析内容について記載されて
いないが、当事例は、具体的な分析内容を記載している。



III 監査上の対応（工事進行基準）

2 特徴的な手続き記載事例 ②
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• 住友電設㈱ （会計監査人：あずさ）

• 南海辰村建設㈱ （会計監査人：あずさ）

過去の類似工事との比較分析

原価発注済率と進捗率との乖離に
着目



III 監査上の対応（工事進行基準）

2 特徴的な手続き記載事例 ③
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• 千代田化工建設㈱ （会計監査人：トーマツ）

• ㈱KHC （会計監査人：EY新日本）

評価専門家の関与

同種工事の原価率の比較
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